
参考資料２

１．勤務実績不良及び適格性欠如の職員への対応について（フロー図①）

人事担当 所属長 職　員

　　　　現に就いている職として職務遂行が困難

問題行動に対しての観察、注意、指導等 

職員観察・指導記録簿（様式３）に記録 

報告に基づき、指導・育成の必要性に 

  ついて検討 

協議 

指導育成の必要あり 

指導・育成の開始について（様式１） 

職員指導・育成報告書（様式２） 

※部長供覧 

面談・共有化 

（様式１の写しの交付） 
写しを提出 

職員指導・育成報告書（様式２） 

に基づく職場研修・ＯＪＴの実施 

（１回目・６か月） 写しを提出 

６か月終了後 

協議 

指導・育成の終了について（様式５） 

指導・育成を継続 

指導・育成の継続について（様式６） 

問題行動が改善 

総合評価４以上 

改善が不十分 

総合評価３以下 

指導・育成の終了、面談・共有化 

（様式５の写しの交付） 

面談・共有化 

（様式６の写しの交付） 

職員指導・育成報告書（様式２） 

※部長供覧 写しを提出 
職員指導・育成報告書（様式２） 

に基づく職場研修・ＯＪＴの実施 

（２回目・３か月、合計９か月） 

写しを提出 

３か月終了後 

協議 

指導・育成の終了について（様式５） 

指導内容に問題なし 

面談・共有化 

警告書（様式７） 

弁明書（様式８） 

人事担当部長による所属長からの事情聴取、指導内容等の確認 

問題行動が改善 

総合評価４以上 
問題行動が改善

しない又は、改善

が不十分 

総合評価３以下 

反省を促し、問題行動の改善を図るため、あああああああああああああああ      

ああああああ職場研修、ＯＪＴの実施ああ   あ     あああああああの内容と同じ 

（３回目・３か月、合計12か月）ああああああああああああああああ 

※ 指導育成の結果、問題行動が改善した場合は、指導・育成の終了ああ  

これまでの指導・育成を経て、なお問題

行動の改善が見られない場合、産業医

の意見を聞くなど、必要な調査を行った  

上で、分限処分手続きを開始 

下位の職であれば職務遂行可能 

下位の職でも職務遂行が困難 

 
 
 

公務員として求められる適格性の欠如 

降  任 

免  職 

※ 問題行動の原因として、

心身の故障が疑われる場合

は、２．心身の故障の場合を

参照。 

弁明の機会の付与 

結果報告 

報告 

目標達成確認報告書（様式４） 

※部長供覧 

目標達成確認報告書（様式４） 



２．心身の故障による場合の対応について（フロー図②）

受診勧奨等の対象となる場合

受診勧奨を行う時期等

①

②

③

④

１．診断書が提出された場合

上記、①～③の場合

上記、④の場合

２．診断書が提出されない場合

　　　※受診命令書の様式

人事担当 所属長 職員

休職の期間が２年６か月を超えた場合

④ 様式９-２

様　式

①～③ 様式９-１

受診勧奨の時期

３年に達する３か月前

状況に応じて

状況に応じて

指定医師

産業医及び主治医以外の専門医

産業医及び他の専門医

  ① 病気休職の期間が連続して３年に達しようとしている場合 

  ② 病気休職中であるが、今後回復して就労可能となる見込がない場合 

  ③ 病気休職から復職後、１年以内に再度の病気休職（前回の病気休職と心身の故障の内容が明らかに異なる場合を除く。） 

   となり、その休職の期間が２年６か月を超えた場合 

  ④ 勤務実績不良や適格性欠如が見受けられる場合で、その原因が心身の故障に起因すると疑われる場合 

人事担当課長から該当職員へ、医師2名

への受診を勧奨 
指定医師２名への受診 

該当職員の状況の把握、病気休職の場

合は診断書の徴収等を行う 

診断書の提出 
概ね２週間以内 

繰り返しの勧奨に応じない場合 

（概ね２週間程度） 
受診命令書（様式９）※の交付 

医師２名から、「更に長期の休養を要す

る」又は「治癒し難い心身の故障がある」

と診断された場合。 

少なくとも１名から「更に長期の休養を要

する」又は「治癒し難い心身の故障があ

医師２名から、「心身の故障があり、療

養に専念する必要がある」と診断された

場合。 

少なくとも１名から「心身の故障があり、

療養に専念する必要がある」と診断され

なかった場合。 

対象職員の意向を確認し、分限免職手続

きの開始 

対象職員、主治医、産業医等と相談の上、

円滑な職場復帰をめざす 

※ 上記③似該当する場合は、同様の疾

病を繰り返している事実に鑑み慎重な対

応が必要 

療養に専念させる（期間は２名の診断の

内、短いほうの期間） 

勤務実績不良又は適格性欠如として対

応 

診断書の提出 

「１．診断書が提出された場合」へ 

概ね２週間以内 

診断書の提出なし 弁明書（様式８） 
弁明の機会の付与 

職に必要な適格性を欠くものと判断 

正当な理由が無い場合 

分限免職手続きの開始 

概
ね
２
週
間
経
過

 

受診命令措置を講じたことを通知 

人事担当課に状況報告 

休職期間が２年超 

円滑な復職に向けての助言 

復職に向けた強い意志があり、

試行登庁などが可能な場合。 


